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（大野城市地域猫活動支援事業実施要綱第３条第６号関係）地域猫活動の７つの約束



同要綱第３条第６号
「（６） 地域猫活動を実施する土地又は施設の管理者による管理上の指示又は指導に従うこと。」

１．活動拠点について

活動拠点は、公園利用者及び近隣住民等に迷惑のかからない、人目に付きにくい場所
を選定しているため、駐車場、園路、東屋のベンチ及びテーブルを使用しないこと。

２．給餌、ごみの管理等について

（１）定時定点での給餌を行い、給餌後は速やかに餌の残り及び餌の容器を撤去すること。
（２）給餌により活動地の衛生面が損なわれることのないよう、給餌と合わせたごみ拾い
を行うこと。
（３）決められた場所にトイレを設置し、毎日清掃すること。

３．活動地における活動団体以外の者の餌付け行為について
　　
活動団体及び市循環型社会推進課職員が連携し、活動趣旨説明を行い、無責任な餌やり行為を行う者の排除及び地域猫活動への協力依頼、勧誘を行うこと。

４．苦情対応について

（１）初動は、活動団体が対応すること。活動団体が対処しても解決しない場合は、市循環型社会推進課へ報告及び相談の上、真摯に対応を行うこと。
（２）市への電話による地域猫の苦情対応については、市循環型社会推進課と連携して対応を行うこと。

５．活動団体であることの明示について

　　活動団体は、活動中、必ず腕章を携行すること。

６．猫の個体数を減らす取り組みについて

（１）捨て猫の有無について把握し、捨て猫防止の啓発について市循環型社会推進課　　　課と連携し、啓発を行うこと。
（２）新しい飼い主探しについて、市循環型社会推進課と連携し、情報発信を行うよう努めること。
（３）地域猫活動の実施により、長期的な視点から活動拠点及び個体数を減らすよう努めること。

７．活動報告について

大野城市地域猫活動支援事業実施要綱第１１条に基づき、毎月５日までに前月分の実績報告書（様式第１１号）を市へ提出すること。

